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１ 調査の背景と目的 

 名古屋市では、平成 18 年度を目途に「なごや水の環（わ）復活プラン」を策定中であ

り、その中で地下水は水の環（わ）の重要な構成要素と位置づけられている。昭和 49 年以

降、条例等による地下水揚水規制の実施により地下水揚水量は減少し、地下水位は上昇し、

地盤沈下は沈静化している。しかし、このような状況の下で、地下水をめぐる新たな問題

として、条例による揚水規制の対象とならない井戸設備の設置による地下水ビジネスの普

及や、一部地域における地下水位の上昇に伴う地下構造物からの漏水などの問題も起こっ

ている。 

 これらの問題に対応していくためには、地下水に関連する様々なデータの収集・整理を

始めとする地下水管理を適切に行うことが必要であり、また従来の地盤沈下対策を主眼と

した地下水管理から一歩前進し、地下水を都市の貴重な資源と位置づけ、快適な都市環境

を実現するために有効に活用していくことも重要な課題である。 

 本研究では、上述のような地下水利用に関する今日的な話題に焦点を当てつつ、名古屋

市における望ましい地下水利用について調査研究するものである。 

 

２ 名古屋市における地下水環境の現状把握 

 地下水利用に関する問題を検討する前提として、名古屋市の地下水環境の現状について

把握するため、下記の項目について調査した。 

①地下水揚水規制 ②地下水揚水量 ③地下水位 ④地盤沈下状況 ⑤地下水水質 
⑥渇水期（平成６年度）における地下水位 ⑦地震・洪水ハザードと地下水位 
⑧水収支 

 その結果、地下水揚水規制の実施等により、揚水量は減少し、地下水位は上昇し、地盤

沈下は沈静化していることが分かった。また、地下水水質に関しては、各種調査地点のう

ち何箇所かで環境基準を達成していない箇所があった。 

渇水期においては地下水涵養量の減少と地下水揚水量の増大により、地下水位の低下と

地盤沈下が起こっていることも確認できた。 

さらに、市内の南西部一帯は、地震時に液状化現象が発生する危険が極めて高く、地下

水位上昇につながる雨水浸透に対し充分な注意が必要となる地域であるが、一方その地域

内の「特定都市河川流域」に指定された新川流域では、総合治水対策の一環として、雨天

時の表面流出量を緩和するために雨水浸透を促進している。このような地下水管理の難し

さがあることも、名古屋市の特徴と言える。 

名古屋市の水収支を昭和 40 年と平成 13 年の比較から検討すると、都市化の進展と上下

水道施設の普及により、自然の水循環の水量が減少し、人工の水循環の水量が増加してい

ることが概観できた。現状把握において、地下水に関するデータが不足しているという問

題点もあった。 
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３ 地下水利用に関する新たな問題 

これまでの地下水・地盤環境管理の目的が、「地盤沈下の防止」と「地下水位の維持」

に置かれていたのに対し、上記のとおり地盤沈下が沈静化し、地下水位が回復した状況を

踏まえて、これからの地下水管理・地盤環境管理では、新たな地下水利用の登場、地下水

位上昇に伴う障害の発生などの現況を把握した上で、新たな管理の方法・内容・対象など

を検討していく必要がある。ここでは、地下水利用専用水道と地下構造物への漏水につい

て調査した。 

 

①地下水利用専用水道 

 名古屋市では、ポンプの吐出口断面積が６ｃｍ２以下の井戸については揚水規制がない。

そこで、水道料金の削減や災害時対策を目的として、ホテル、病院、学校などの水需要の

多い業種が、規制対象外の井戸設備を利用した地下水利用専用水道を導入している。専用

水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道、その他の水道事業以外の水道

であって、次のいずれかの要件に該当するものである。 

・１００人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの。 

・その水道施設の一日最大給水量が２０ｍ３を超えるもの。 

また、地下水利用専用水道の多くは、地下水と水道事業者からの受水を併用して受水層

で混合している。 
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 地下水を主な水源とした専用水道利用の仕組み 

出典：地下水利用専用水道の拡大に関する報告書 （社）日本水道協会 

 

名古屋市では、近年確実に地下水利用専用水道が増加しており、下記のように「環境」

や「水道事業」への影響が懸念されている。 

（環境への影響） 

 地下水揚水量の増大による地盤沈下や湧水の減少等によるヒートアイランド現象の助長

などが危惧される。特に、地盤沈下に関しては、一旦沈下した地盤は二度と元に戻ること

はないため、未然の予防が必要である。そのためには、井戸設備にも地下水揚水量の報告

を義務付けることや地下水位の観測体制の充実が望まれる。 
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（水道事業への影響） 

水道事業への影響は、主に経営面と施設管理面に現れる。経営面については、名古屋市

上下水道局の行った平成 15 年度・16 年度の調査によれば、地下水利用専用水道への切り

替え実績がある事業所について、下表のとおり料金収入等に与える影響があったと試算さ

れている。 

 Ａ：名古屋市における 

全体給水分（年間） 

Ｂ：地下水利用専用水道 

切り替えによる減少分 

Ｂ／Ａ 

H15 ２億７，６００万ｍ３ １８万ｍ３ ０．０７％有収水量 

 H16 ２億８，０５７万ｍ３ ２７万ｍ３ ０．１０％

H15 ４９６億８，４００万円 ６，１８０万円 ０．１２％給水収益 

 H16 ５１０億３，１００万円 ９，３２２万円 ０．１８％

また、施設管理面では、地下水利用専用水道は、水道からの給水を貯水槽で混合してい

ることから、末端給水に水質上の問題が発生したとき、原因の特定が難しい等の問題点が

あることがわかった。 

どの程度の水道使用量によって地下水利用専用水道設備導入のメリットがでるか、一般

的なケースで試算したところ、年間使用量 3 万ｍ３以上と推計され、概ね全国的な傾向と

合致することもわかり、大口需要者に導入による経済的なメリットが発生する原因である

「逓増性」水道料金のあり方についても検討した。 

 

②地下構造物への漏えい地下水 

地下水位が上昇している地域において、地下構造物に漏水が起こるという問題が発生し

ている。名古屋市環境局では、平成 11 年度に、名駅・栄地区の地下 3 階より深い地下構造

物を有する建物を対象に、漏えい地下水に関するアンケート調査を実施した。その結果、

漏水がある 46 箇所の建物について、合計 10,000ｍ３/日ほどの漏水があると推定された。

その内訳は名古屋駅周辺 4,300ｍ３/日、栄周辺 2,000ｍ３/日、その他 3,700ｍ３/日である。

漏水調査実施位置については、下記（図 3-2）のとおりである。 

これらの地下漏えい水は、現在下水道を通じて処理されている。本来地下水として自然

の水循環の一部となるはずだったものが地下漏えい水となり下水道という人工の水循環の

一部に取り込まれることとなってしまった。水質等の制限はあるが、できるだけ地下水を

公共的な目的で有効活用し、河川浄化やヒートアイランド対策として役立てるなど、自然

の水循環の回復や都市環境の改善に役立てることができるよう考慮すべきであると思われ

る。 
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 地下構造物からの漏水調査の実施位置 

出典：なごや水の環（わ）復活推進会議資料 

 

４ 他都市の特徴的な地下水管理・利用方法 

①独自の地下水揚水規制 

東京都では、地盤沈下を未然に予防するため、吐出口断面積 6ｃｍ２未満の揚水設備に対

し揚水機出力 2.2kW 以下、揚水量最大 20ｍ３/日以下、平均 10ｍ３/日以下の規制を実施し

ている。また、同条例の特徴として、地下水揚水量について揚水機出力 300W を超える全て

の井戸について年 1 回の報告を義務付けている点がある。 

埼玉県では、複数の観測井にテレメータを設置し、各観測井について注意報水位、警報

水位を定めており、各水位に到達した場合に、地下水利用者に地下水揚水量の削減を勧告・

要請することとしている。 

 

②水道料金制度改正による大口需要者対策 

草津市では、大口需要者の地下水利用転換について、協力義務規定を条例に盛り込み、

違反した場合は企業名を公表できるものとした。同時に、大口需要者の逓増度の緩和措置

として、従量料金の一部値下げを実施した。逓増制の一部に逓減制を取り入れた、いわば、

「逓増・逓減制」という料金制度を新設した。 

岡山市では、水道使用者が料金体系を選択して契約を結ぶ、「個別需給給水制度（チョ

イス 100）」を創設した。契約申込直前 1 年間に、2 ヶ月で約 6,000ｍ３以上の使用実績があ

る使用者が、契約前 1 年間の使用実績のうち、最大使用水量を基準水量とし、基準水量を

超えて使用した場合、超過使用水量の給水単価を 70 円（最高単価の約 1/3）とするという

ものである。ただし、渇水などの非常時の場合は、その対策期間を調整期間として、1 日

あたり基準水量の 5～30％を減量した調整水量を設定し、調整水量を超えて使用した水量

の単価を 430 円（最高単価の約 2 倍）とするというリスクもある。水道使用者の水需要の

減少傾向に歯止めをかけるために有効な制度である。 
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③地下水有効活用事例 

東京都では、「地下構築物への漏えい地下

水の取扱い指導指針」を制定し、地下構造物

所有者に対し指導を行っている。ＪＲの駅や

トンネルに漏えいする地下水を付近の河川へ

環境用水として導水した事例がある。漏えい

地下水を、私的利用ではなく公共的に利用す

ることを原則とした点が参考になる。 

        

 愛知県では、「湧水利用ガイド 、 

５ 地下水に関する法制度の問題 

多数あるが、地下水法は存在しない。また、

記されていない。判例では民法第 207 条の土地所有権の内容の

当

関する変遷 

 下水が土地所有者に帰属するという伝統的な考え方が私水論である。所有権といって

の範囲という制約がある。今日では、「水循環」という概念が

省庁連

絡

               不忍池送水管吐口 

ブック」を発行し

一宮市浅井町「浅井山公園」 

地下水位の回復に伴う湧水等を、今後は環境用水

として積極的に有効利用していくことが必要であ

るとしている。また、湧水のみでなく、汲み上げ

地下水を湧水と組み合わせて利用することも考え

られるとしており、環境用水として利用する場合

の用途別の一般的な必要条件、利用場所を提示し

ている。 

①地下水関連法規の現状 

 わが国においては、地下水に関連する法律は

地下水の法的位置づけも明

一部と解釈されている。しかし、後年になるほど絶対的な所有権を認めるものではなく、

公共の福祉に反しない限りにおいてその利用を認めるという解釈に変化してきている。 

近年では、地下水が水循環の重要な構成要素であり、また地下水は地上における河川と

同様に、地中において連続して存在しており、土地所有権の一部として扱われることが適

でないことから、国民全体の共有資源として管理する必要性があるとする考え方も広が

りつつある。 

 

②地下水管理に

地

も絶対的ではなく公共の福祉

広く認められつつある。この水循環という観点からは地表水も地下水も一連のものであり、

循環する水を公水と私水という観点から分けることの意義は失われてきている。 
地表水と地下水を一体に捉える考え方は、平成 15 年度に関係 5 省（環境省、国土交通

省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省）が「健全な水循環系構築に関する関係

会議」において提示した、『健全な水循環系構築のための計画づくりに向けて』に示され

ている。同計画づくりの中では、地下水と地表水が一体の循環水として捉えられている。

また、様々な人間活動と自然環境のバランスの取れた健全な状態を「健全な水循環」の状

態としている。地下水には様々な制度が関係しており、時代によりその位置づけも変遷し

てきた。地下水の適正管理の具体的なあり方が今後の論点になると考えられる。 
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６ 今後の名古屋市における地下水利用に関する考察 

①地下水関連データの収集・整理・分析 

 名古屋の地盤環境や水収支を正確に把握することは、地域ごとおよび帯水層ごとの適正

地下水位及び適正揚水量を推定するために必要不可欠である。まずはこれらの必要データ

を収集・整理し、そのデータを分析することにより、地域ごとの適切な地下水利用方法を

考案していくべきである。そのためには、現在報告義務のない井戸設備を含めた、全ての

揚水設備の地下水揚水量の報告を徴収し、浅層地下水位観測の再開やテレメータシステム

の導入など観測体制の充実を図るべきである。 

 

②地下水の「適切な利用」 

 「適切な利用」の用途としては、「公共的な利用」を原則として推進すべきであり、その

ためには無秩序な私的利用を抑制することが必要である。規制対象外井戸設備に対する揚

水量規制や地下水位低下時の揚水規制が有効であるが、これらの対策を実施するためには、

地下水が市民共有の財産であるという意識の醸成が必要である。また、揚水規制強化のみ

でなく、水道料金を改定し、地下水利用専用水道導入の最大のメリットである水道料金と

の格差を是正し、経済的な側面から「私的な利用」を抑制していくことも有効である。 

湧水や地下構造物の漏えい地下水を「環境用水」として利用したり、「ヒートアイラン

ド対策」として活用したりするなど、地下水のもつ可能性を活かした様々な活用事例を積

み重ね、市民に情報を公開し「見える地下水」としていくことが必要である。また、大量

地下水揚水設備設置事業者に対して、災害対策用井戸としての登録を義務付け災害時の公

共的な利用を促進することも考えられる。 

  

③なごや水の環（わ）復活プランの推進 

名古屋市では現在「なごや水の環（わ）復活プラン」の策定中である。このプランでは

「水循環機能の回復」「人にも生き物にもやさしい水辺や緑がある街づくり」「パートナー

シップによる水の環の復活」の基本方針を掲げている。「地下水の適切な利用」を含めたプ

ランを着実に推進することにより、健全な水循環を創造し、豊かな水の環（わ）がささえ

る「環境首都なごや」の実現をめざすべきである。 
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